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事業者の実情に応じた資金繰り支援等の徹底について 

 

 

官民の金融機関等におかれては、累次にわたる要請等も踏まえ、緊急事態宣言下にお

いても事業者への資金繰り支援と感染拡大防止の両立に着実に取り組んでいただいて

いますことに感謝申し上げます。  

こうした中、緊急事態宣言が再び延長されるなど新型コロナウイルス感染症の影響が長期化

する中、外出自粛要請や休業要請、時短要請、イベント開催制限等による事業者の更なる影響

を十分に踏まえつつ、事業者の業況を積極的に把握した上で、ニーズに応じた資金繰り支援

等に引き続き全力を挙げて丁寧かつ迅速に対応していただく必要があります。重ねての

要請となり誠に恐縮ですが、下記の点に努めることを、営業担当者をはじめ、貴機関、

貴協会会員金融機関等の職員等に周知徹底いただきますよう、対応方よろしくお願いい

たします。 

 

記 

 

１．新型コロナウイルス感染症の事業者への影響が深刻化していることに鑑み、改めて、

事業者の業況を積極的に把握し、資金繰り相談に丁寧に対応するなど、事業者のニー

ズに応じたきめ細かな支援を引き続き徹底すること。  

 



２．新型コロナウイルス感染症の影響を直接・間接に受けている飲食業者、旅客運送事

業者、宿泊事業者、観光事業者、遊興関連施設事業者、小売店、旅行代理店、ライブ

エンタメ・文化芸術・スポーツ・イベント関連事業者、ブライダル事業者、医療・福

祉機関等、及びこうした施設のオーナーや、これらの事業者と取引をしている事業者

など、中小企業は勿論のこと、大企業・中堅企業も含めた事業者への影響を踏まえ、

最大限柔軟な資金繰り支援を行うこと。  

 

３．新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、追加融資が必要とされる状況も

想定されるところ、各種支援金等の支給までの間に必要となる資金は勿論のこと、そ

れ以外の資金繰りについても、それぞれの事業者の現下の決算状況・借入状況や条件

変更の有無等の事象のみで機械的・硬直的に判断せず、事業の特性、需要の回復や各

種補助施策の実施見込み等も踏まえつつ、官民金融機関等及びメイン・非メインが密

に連携し、丁寧かつ親身に対応すること。その際、当面年末まで期限延長された政府

系金融機関による実質無利子・無担保融資や民間金融機関における伴走支援型特別保

証制度を活用した融資の積極的な実施に努めること。また、政府系金融機関の資本性

劣後ローンの積極的な実施・活用に加え、同ローン等の実施に必要な事業計画の民間

金融機関による策定支援を積極的に行うこと。  

 

４．既往債務の条件変更について、返済期間・据置期間の長期の延長等を積極的に提案

するなど、実情に応じた長期での返済猶予等の最大限柔軟な対応等を継続すること。 

 

５．なお、民間金融機関が事業者の資金繰り支援に当たって条件変更や新規融資を行う

場合の債権の区分に関しては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者

への資金繰り支援の観点から、金融担当大臣談話等で累次にわたって要請していると

おり、政府は、民間金融機関の判断を尊重している。 

  こうした大臣談話等の趣旨を踏まえ、貸出条件緩和債権の判定に当たっては、実現

可能性の高い抜本的な経営再建計画等の計画期間を延長する、計画を策定するまでの

期限を猶予する、計画を新型コロナウイルス感染症以前の実績等に基づき作成するな

どの柔軟な取扱いも差し支えない。 

 

６．また、新型コロナウイルス感染症の直接・間接の影響により資金繰りが厳しい事業

者の状況を十分に勘案し、貸し渋り・貸し剥がしを行わないことは勿論のこと、その

ような誤解が生じることのないよう、引き続き事業者の立場に立った最大限柔軟な資

金繰り支援を行うこと。 



 

７．さらに、こうした資金繰り支援に加え、官民金融機関、信用保証協会、中小企業再

生支援協議会、REVIC 等の支援機関が密に連携し、事業者の実情に応じた、条件変更

に止まらない経営改善・事業再生支援や、事業再構築補助金等の政府支援施策も活用

した事業再生・転換支援、ファンド等も活用した資本性資金の供給、地域企業のニー

ズに応じた人材紹介や事業承継支援などの取組を積極的に促進すること。  

 

８．特に、実質無利子・無担保融資により新たに取引先となった先や残高メイン先でな

くなるなど融資シェアが低下した場合等であっても、本業支援がおろそかになること

がないよう、メイン・非メイン先の別や、既存顧客・新規顧客の別、プロパー融資・

保証協会保証付き融資の別にかかわらず、資金繰り支援にとどまらない経営課題に直

面する事業者に対して、能動的に本業支援を行うこと。 


